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シンポジ ウ ム ｢新保険法の課題 と 展望｣

立命館大学 竹 演 修

は じ めに

本シンポジ ウ ム は 、 新 しい ｢保険法｣ の 20 10 年 4 月 1 日 施行に向 けて 、 今後検討 され る

こ と を要する い く つかの重要論点 を取 り 上げ、 法的な考察 と と も に 、 保険学の見地か ら も

考察を加 え 、 新法の実施を よ り 実 り あ る も のにする こ と を 目 的 と す る 。

保険法は、 保険契約の問題について 、 消費者保護の観点をは じ め 、 新 しい考え方や制度

を導入 して現代的な解決を示 してい る 。 し か し 、 すべての 問題について法律の規定 と し て

作 り 上げてはお らず、 なお本法の解釈や実務の進展に委ねてい る 問題も あ る 。

以下の報告では 、 報告者の関心に し たが っ て重要問題を取 り 上げ、 総論的課題 、 損害保

険の課題、 生命保険 ･ 傷害疾病定額保険の課題、 そ し て保険理論か ら 見た保険法の課題が

順に論 じ られ る 。 その上で 、 保険法の立案担当官を務め られた方の意見を交えて 、 まず 、

報告者間の議論を し 、 さ ら に ご出席の皆様 と の質疑を経て 、 議論を深め る予定であ る 。 本

シ ンポジ ウ ムが 、 保険法の課題 と 今後の展開 について何 ら か学問的に寄与す る こ と ができ

れば幸いであ る 。
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総 論 的 課 題 に つ い て

-契約類型間の規律の相違点 と 、 規律の性格の問題を中心に-

立命館大学 村 田 敏

本報告では 、 当 シ ンポジ ウ ム の取 り 扱 う 課題の 中で 、 総論に分類 さ れる テーマ を分担す

る も の と す る 。 報告者の関心領域は 、 大 き く は三つに類別 さ れる 。 第一は 、 保険法の採用

した保険契約類型間での規律内容の相違につ き 、 そ の合理性を検証する こ と す る 。 第二は 、

保険法が採用 した規律の性質に関する 三分法 強行規定 ･ 片面的強行規定 ･ 任意規定) に

つ き 、 幾つかの解釈問題を検討の俎上にのせる こ と を通 じ 、 各規律の特質の解明 に努め る

こ と と す る 。 第一のテーマが 、 主 と し て立法の妥当性の検証に比重が置かれる と い う 意味

において 、 立法論的な課題に係 る も のであ る の に対 し 、 第二のテーマは 、 保険法の採用す

る規律分類法 (三分法) の合理性を前提 と しつつ 、 そ の規律の全体構造の分析を通 じ て 、

民事法一般の規律体系の在 り 方に関する若干の示唆を抽出 し よ う と す る も のであ る 。 最後

に第三テーマ と し て 、 幾つかの具体的な解釈問題を採 り 上げる 。

第一のテーマ に関 して は 、 傷害疾病定額保険契約 と 傷害疾病損害保険契約間の規律の相

違の合理性や、 あ る いは 、 新保険法が 、 傷害疾病保険契約について も死亡給付を容認 した

こ と か ら 生 じ る 生命 (死亡 ) 保険契約 と 傷害疾病定額保険契約間の規律の齪輻に 、 検証対

象は集中的に現れる 。 まず 、 被保険者同意が要求 さ れ る契約類型が 、 死亡保険契約におけ

る 規律 と 異な り 、 傷害疾病定額保険契約にあ っ ては 、 給付事由 が傷害疾病に よ る 死亡のみ

の契約に限定 さ れた こ と については 、 立法論的には 、 整合性 ･ 徹底性を欠き新保険法の体

系性を減殺する も の と し てネガテ ィ ブな評価を下 さ ざ る を得ない。 次に 、 いわゆ る保険金

請求権の固有権性については 、 生命保険契約や傷害疾病定額保険契約においては 、 新保険

法下で も 、 その 固有権性が認め られ る こ と と は異な り 、 傷害疾病損害保険契約におけ る 死

亡給付の相続人は 、 固有権 と し てではな く 、 承継的に請求権を取得する も の と 解 さ ざ る を

得ない。 こ う し た契約類型間での規律の相違は合理的な も の と 評価 され る 。 新保険法で新

設 さ れた被保険者に よ る解除請求に関する規律内容は 、 死亡保険契約 ･ 傷害疾病定額保険

契約 ･ 傷害疾病損害保険契約の三者の間で 、 微妙な相違を見せる 。 基本的には 、 被保険者

同意がない場合には無要件的な被保険者に よ る解除請求が可能な も の と 整理 さ れる が 、 法

的安定性確保の観点か ら は 、 こ う し た整理には疑問が感 じ られる と と も に 、 そ も そ も被保

険者同意が要求 さ れる範囲が狭め られた こ と が 、 こ う し た合理性に欠 け る 規律内容に結び

ついた も の と 評価 さ れ る 。 同 じ く 新保険法で新設 さ れた介入権制度は 、 そ の差押権者の権

利 を制約する機能か ら 、 法定 さ れた も の以外の契約類型では任意に も導入出来ない。 しか

し 、 長期契約であ る傷害疾病損害保険契約に関 して も 、 実質的には保険料積立金は生 じ て

い る し 、 ま た死亡に よ る給付が容認 されてい る こ と か ら被保険者の相続人に よ る介入権行
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便のニーズは存在する 。 立法論的には 、 当該契約類型について も介入権を規定すべき も の

と 考え られ る と と も に 、 さ ら に 、 そ も そ も 、 新保険法が損害保険契約はすべて短期保険契

約 と 看徹すが ご と き 規律内容を採用 した こ と に も疑問が抱かれる 。

第二のテーマ に関 して は 、 新保険法が採用 した強行規定 ･ 片面的強行規定 ･ 任意規定の

三分法は妥当 な も の と 評価 さ れつつ 、 特に強行規定の性格については 、 相 当程度の多様性

が見出 さ れ る 。 特に 、 新保険法が 、 公序概念のみに依拠せず、 契約の効力要件 ･ 対抗要件

に関する規律の 中核部分を 明確に強行規定 と し て整理 した こ と には大 き な意義が見出せる 。

一方で、 任意規定について も 、 そ の約定に よ る修正の限界 (合理性の範囲) をいかに確定

さ せるべき か と い う 困難な解釈問題が生 じ る 。 本報告では 、 保険金受取人に関する 規律を

素材 と し て 、 強行規定の解釈の在 り 方につき具体的な考察を行 う 。 ま た 、 片面的強行規定

の解釈に関 して は 、 新保険法下での告知義務に関する 規律を採 り 上げ、 特に 、 プ ロ ラ タ 主

義の採用が許容 さ れる範囲や、 免責に関する 因果関係不存在則 と プ ロ ラ タ 主義採用 と の関

係につき 、 考察を行 う 。 そ こ では 、 因果関係不存在則は、 独立 した片面的強行規定であ り 、

プ ロ ラ タ 主義を採用 し た と し て も 、 特約でのその排除は許 さ れない も の と す る解釈が示 さ

れ る 。

第三テーマ に関 し て は 、 解釈問題 と し て見解の対立が見 られ る 三つの問題が採 り 上げ ら

れ る 。 まず 、 定額現物給付保険契約につ き 、 新保険法がそれを典型契約化 し なかっ た問題

に 関 し て は 、 私法 (民事基本法) にはそ も そ も公序良俗に反 し ない限 り 一定の契約類型を

禁止する機能はない も の と す る 立案担当者の理解の在 り 方が支持 さ れ る と と も に 、 共済契

約 も含めて 、 消費者保護の徹底を図 る観点か ら は 、 む し ろ 当該契約類型を典型契約化すべ

き であ っ た も の と さ れ る 。 次に 、 損害保険契約におけ る詐欺的な給付請求 と 重大事由 に よ

る解除権の解釈に関 して は 、 片面的強行規定であ る重大事由解除の解釈の在 り 方 と し て 、

保険給付に関する不正請求に関 し 、 不正請求前に発生 した保険事故につ き保険者免責 と す

る約定を無効 と 解する 立案担当者の解釈が支持 さ れる 。 因果関係不存在則 と 因果関係の解

釈に関 して は 、 免許証の色 ( ゴール ド免許等) についての不実告知 と 具体的な保険事故の

間 に は 、 相 当 因果関係は見出せないため 、 免許証の色の不実告知につき 、 解除事由 と はな

っ て も 因果関係不存在則 と の 関係では、 原則 、 免責 と す る こ と は出来ない も の と す る 立案

担当者の解釈が支持 さ れ る 。 保険法解釈の在 り 方 と し て は 、 我が 国の民事法体系 を前提 と

し 、 保険法の各条文を有機的に視野に入れる 中 で 、 条文の文理や、 立案担当者の解説を踏

ま えた解釈を行 う 必要性が あ る も の と 考え られ る 。
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損 害 保 険 に お け る 課 題

-因果関係不存在則、 危険変動の問題を 中心 と して -

北海道大学 山 本 哲 生

1 . 因果関係不存在則について

告知義務違反に よ り 保険契約を解除 した場合の保険者の免責につき 、 いわゆ る 因果関係

不存在則がおかれてい る 。 すなわち 、 保険事故発生後に解除 した場合、 告知義務違反にか

かる事実に基づかずに発生 した保険事故に よ る損害については保険者は免責 されない (保

険 3 1 条 2 項 1 号) 。 こ の規定は片面的強行規定であ り 、 こ の規定に反 して保険契約者ま た

は被保険者に不利な約款は無効 と な る (保険 33 条 1 項) 。

因果関係不存在則が片面的強行規定であ る こ と と 関連 して 、 た と えば、 自 動車保険にお

け る免許証の色の不実告知について 、 不告知事項 と 保険事故の間に因果関係が あ る と い う

解釈ができ る か ど う か、 因果関係不存在則を適用 し ない と い う 約款が認め られ る余地がな

いのかが問題 と な っ てい る 。 後者については 、 典型的には 、 告知義務違反の効果 と してプ

ロ ラ タ 的な処理を定め る と 同時に因果関係不存在則を外す と い う 約款の効力が問題 と な る 。

あ る約定が片面的強行規定よ り も 不利か ど う かの判断基準については、 判例はいわゆ る

総合判断法を と っ てい る (借地法について 、 最判昭和 3 1 1 6 ･ 1 9 民集 10 巻 6 号 666 頁) 。

それに従えば、 因果関係不存在則 自 体に関 して は不利であっ て も 、 他の点で有利な扱いを

定め る約定は有効 と 判断する余地があ る 。 も っ と も 、 因果関係不存在則の趣 旨 を害 さ ない

か ど う かについては慎重な判断が必要であ る 。 そ こ で 、 因果関係不存在則の捉え方、 特約

の効力 についての基本的な考え方、 特に免許証の色の よ う な事項についての考え方につき

検討する 。

2 . 危険増加について

保険法は契約締結後に危険が増加 した と き の権利義務の再調整の仕組みについて 、 一定

のルールを片面的強行規定 と して定め 、 後はそのルールに反 し ない限 り で契約の定めに委

ねる と い う 考え方を と っ てい る 。 具体的には、 危険増加があっ て も保険料を増額すれば保

険契約を継続でき る場合には 、 原則 と して保険者は契約を解除でき ない と い う 考え方に立

っ た う えで、 保険者が契約を解除でき る要件 と その効果を片面的強行規定 と し て定めてい
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る (29 条 1 項 、 3 1 条 1 項 2 項 2 号、 33 条 1 項) 。 危険増加の際の保険料増額の手続、 危

険増加に よ り も はや保険契約を継続でき な く な っ た場合の処理については、 法律では規定

さ れてお らず 、 直接的には約款の定め に委ね られる こ と に な る 。

こ の約款に委ね られた事項については、 基本的には契約 自 由 に委ね られてい る も の と 思

われる が 、 場合に よ っ ては保険法上の片面的強行規定 と 抵触する か ど う かが問題にな る こ

と も あ る かも しれない。 ま た 、 家計保険の よ う な消費者取引 と い う 点か ら は消費者契約法

10 条等の不当条項規制 と し て問題にな る こ と も あ る か も しれない。 本報告では、 約款に委

ね られたい く つかの事項について 、 こ の よ う な観点か ら検討する 。 保険料の増額に よ っ て

保険契約を継続でき る場合の保険料増額手続について 、 保険者に よ る一方的な増額請求権

の妥当性、 一方的増額請求に よ る 追加保険料の不払い と保険者の免責の仕組み、 危険増加

に よ り 引受範囲外 と な っ た場合の規律等につ き検討を加えたい。

3 . 重複保険について

重複保険におけ る保険金を支払っ た保険者の求償について 、 2 つの考え方が あ り う る よ

う に思われる 。 すなわち 、 各保険者の債務はま っ た く 独立 してい る が 、 債務の合計額が損

害額を超え る場合には、 合計で損害額を超え る保険金が支払われない よ う に しつつ 、 保険

金支払が 円滑に行われる よ う 調整が必要 と な る ので 、 調整の規律を定めた も の と い う 考え

方 と 、 (不真正) 連帯債務的な観点か ら各保険者の債務が相互保証の関係にあ る ので、 先に

弁済 した者に求償を認め る と い う 考え方の ど ち ら も理論的にはあ り う る よ う に思われる 。

負担部分につ き 、 前者では常に保険法 20 条 2 項の通 り 独立責任額を基準 と し て決ま る と

考え る こ と に な る 。 後者では 、 連帯 し てい る債務について求償を考え る ので 、 保険法 20

条 2 項は各保険者が被保険者に対 して独立責任額の債務を負 う と い う 同条 1 項を前提 と し

た も のであ る と 解釈する こ と にな ろ う 。

それぞれの立場に よ り 細かな解釈論ではい ろいろ な違いが出て く る であ ろ う が 、 考え方

の大き な違い と し て 、 た と えば前者の考え方であれば保険金債務の額を基準 と し ないで常

に独立責任額を基準 と して負担部分が決定 される ので 、 保険金債務の額 よ り も負担部分の

方が多い と い う こ と も 起 こ り う る 。 それぞれの考え方の違いについて検討する 。
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生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約の課題

- 保険金受取人の変更 と介入権を 中心 と して -

大阪大学 山 下 典 孝

I は じ めに

本報告は 、 平成 l 9 年 6 月 6 日 に公布 さ れ平成 2 1 年 4 月 1 日 施行予定の保険法 (以下 、

｢保険法｣ と 称す る ) において 、 保険金受取人の変更 、 介入権を 中心に 、 生命保険契約及

び傷害疾病定額保険契約の課題について検討を行 う こ と を 目 的 と す る も のであ る 。

肛 保険金受取人の変更に関する課題

保険法においては、 保険金受取人の変更の意思表示を保険者に限定 し 、 保険金受取人の

変更の効力発生時を保険金受取人変更の通知が保険者に到達する こ と を条件に 、 通知の発

信時に遡っ て効力 を認め る (保険法 43 条 2 項 ･ 3 項 、 72 条 2 項 ･ 3 項) 。

そ こ で問題 と な る の は 、 通知の発信 と 、 保険者への到達を どの時点において認め る かで

あ る 。 保険契約者が家族や友人等に保険金受取人変更書類を手渡 した時点で通知の発信 と

考え られ る か、 コ ールセ ン タ ーに連絡を して担当者 と 保険契約者が具体的に保険金受取人

の変更についてや り 取 り を交わ し た時点で到達 と 考え られ る か、 営業職員に対 し保険金受

取人変更書類を手渡 し た時点で到達 と 考え られ る か等、 簡単な想定事例で検討を行 う 。

妻 、 子 、 配偶者、 相続人 と い う 抽象的な保険金受取人の指定 (決定) も許 さ れてい る 。

傷害疾病定額保険契約の約款では 、 保険金受取人を具体的に決めていない場合には 、 被保

険者の法定相続人が保険金受取人 と な る と さ れてい る 。 従来の解釈では 、 保険事故発生時

に 、 妻 、 子 、 配偶者、 相続人の地位に あ る者が保険金受取人 と な る と 解 さ れていた。 保険

法では後述の一定の保険金受取人の介入権が制度上認め られた こ と か ら 、 契約成立段階か

ら誰かが保険金受取人 と な っ てい る こ と が必要 と な る 。 保険法施行後は 、 抽象的な決定を

し た場合 、 その決定時に 、 妻 、 子 、 配偶者、 相続人の地位にあ る者が保険金受取人 と さ れ

る こ と に な る と 考え られ る 。 万一 、 そ の地位にあ る者がいない場合には 、 誰が保険金受取

人 と な る か解釈上問題 と な る 。

保険法 43 条 1 項 、 72 条 1 項は任意規定 と さ れてお り 、 保険金受取人変更に関 し て保険

者の 同意を得る こ と を要件 と す る こ と は認め られ る と 解 さ れてい る 。 こ の規定の導入は、

共済の よ う に共済契約者の福利厚生 と い う 観点か ら 一定の者に共済受取人の範囲を限定す

る必要性があ る こ と を念頭に 、 従来 、 共済団体の 同意を得る こ と と し て き た規約内容を維

持する た め に設け られた も の と 考え られ る 。 そ の趣 旨 を考えれば、 民間の保険会社におい
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て保険金受取人の変更の際に保険者の同意を得る と す る約款条項を新設する こ と は許 さ れ

ない も の と 解 さ る のか 、 ま た共済契約においていかな る場合において も 、 共済団体の 同意

が なければ変更は認め られないかが問題 と な る 。

保険法においては遺言に よ る保険金受取人の変更を ｢遺言の効力 ｣ と し て認め る 。 一定

の親族のみを保険金受取人に変更する 旨 の制限付き で遺言に よ る保険金受取人を認め る こ

と は許 さ れる か、 遺言 と 保険者免責 と の 関係 、 遺言作成後にな さ れた保険者に対す る保険

金受取人変更の意思表示 ･ 保険契約の復活 ･ 保険契約者の変更 と の 関係について検討する 。

保険法においては、 保険金受取人が保険事故発生前に死亡 した場合には 、 保険金受取人

の相続人の全員が保険金受取人 と な る と さ れてい る 。 こ の場合の保険金受取人の相続人の

範囲は民法の規定に従っ て決め られ る も の と 解 さ れ る が 、 そ の範囲について検討す る 。

m 介入権に関する課題

保険法においては、 差押債権者等が保険料積立金の あ る 死亡保険契約及び傷害疾病定額

保険契約を解除 し よ う と し た場合、 当該保険契約の保険金受取人 (保険契約者を除 く 、 保

険契約者若 し く は被保険者の親族又は被保険者であ る者に限る 。 ) に保険契約の継続の機

会を与え る趣旨で介入権を認め る 。 上記の趣 旨のみな らず 、 差押債権者等の解除権者の権

利保護、 保険者の事務処理等にお け る過度の負担の回避、 と い っ た点 も 考慮する必要が あ

る 。 保険契約者の同意を得た介入権者は 、 解除の効力が生 じ る ま でに保険者に対す る解除

通知到達 日 にお け る解約返戻金相 当額を解除権者に支払 う 必要が あ る 。 解除通知到達 日 に

おけ る解約返戻金相 当額について は保険者に問い合わせをする必要が あ る が 、 保険者の過

度の負担を回避する必要性か ら 、 保険契約者 と 共に介入権者が保険者に対 して 当該額の確

認を求め る こ と は許 さ れ る も の と 考え られ る 。

解除通知か ら 1 ヶ 月 未満に事前の約定に よ り 当該保険契約が終了する場合、 保険金受取

人の介入権は認め られず、 即時解除 と し て処理 さ れ る か、 こ の場合 も介入権は認め られ る

が 、 約定 さ れてい る契約終了時に清算 し て処理する こ と と な る か。 具体的な例 と し て は 、

生死混合保険契約において解除権通知か ら l ヶ 月 未満に満期 日 が到来する よ う な場合、 契

約が失効 した場合、 保険者に よ る 契約解除がな さ れた場合等が考え られ る 。 1 ヶ 月 未満の

保険契約の場合で も介入権者の介入権を認め 、 さ ら に解除権者の利益保護 と の調整を図 る

解釈が必要 と な る も の と 考え られ る 。 ま た生死混合保険契約において 、 死亡保険金受取人

と 満期保険金受取人が異な る場合、 保険法 60 条~62 条の類推適用 に よ っ て満期保険金受

取に介入権が認め られ る こ と と な る かが 問題 と な る 。
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保 険 理 論 か ら み た 保 険 法

- 効 率 か 正 義 か -

一橋大学大学院商学研究科 米山高生

本報告は 、保険法の成立過程において審議 さ れた 、 い く つかの問題を ピ ッ ク ア ッ プ して 、

経済学をベース と し た保険理論の立場か ら検討する こ と を課題 と する 。 他の報告者が法律

家であ る のに対 して 、 い さ さ か特殊な観点か ら の報告 と な る 。 し か し 、 あ えて法律 と は異

な る視点か ら検討を加 え る こ と に よ っ て 、 保険法の解釈ための新 しい材料を示すこ と がで

きれば、 本稿の検討も無駄ではない も の と 考えてい る 。

本報告は、 ｢ ま えが き ｣ を除けば、 三つの部分か ら構成 されてい る 。 最初の部分では、 保

険契約法 と保険監督法の意義 と機能について 、 保険理論か ら検討 した。 両者の区別につい

ては、 法律学において明確な線引 き が行われてい る よ う だが 、 保険理論か らみ る と やや異

な る線引 き が可能であ る 。

保険契約は市場を と お した私契約であ る 。 その契約が効率的であ る ためには 、 市場にま

かせてお く だけでは十分ではない。 なぜな ら ば、 保険契約には情報の非対称性か ら生 じ る

イ ンセ ンテ ィ ブ問題が存在する か ら であ る 。 保険契約者の私的情報を保険者が コ ス ト な し

で知 る こ と ができ ない場合には、 逆選択やモ ラルハザー ドに よ っ て 、 保険者が引 き 受けた

リ ス ク の損失結果が 、 合理的に予想 される期待損失額よ り も悪い結果 と な っ て し ま う 。 保

険契約法において 、 他の一般的な契約以上に契約者に対する強い制裁規定があ る のは 、 逆

選択やモ ラルハザー ドに よ っ て生 じ る コ ス ト を小 さ く して 、 効率的な保険市場を達成 し よ

う と する ためであ る と 考え られ る 。

こ れに対 して保険監督法は 、 逆の情報の偏在が対象 と な る 。 逆の情報の偏在 と は 、 保険

者が保険契約に関する 知識 ･ 能力 において保険契約者よ り も優位であ る と い う 情報ギ ャ ッ

プの こ と であ る 。 保険監督法は、 こ の情報ギャ ッ プのために起 こ り う る公正でない取引 を

防止する こ と を と お し て契約者保護をはかる法律であ る と 考え る こ と が出来 る 。

保険理論の立場か ら い えば、 保険契約法は 、 契約者の私的情報 と い う 非対称性に よ っ て

生 じ る コ ス ト を最小化する こ と に よ っ て契約者利益を も た らす も のであ り 、 保険監督法は、

保険者の情報優位 と い う 非対称性が も た らす契約者への弊害を極力押え る こ と に よ っ て契

約者保護を達成する も のであ る 。
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次の部分では 、 新保険法か ら い く つかの ト ピ ッ ク ス を と り あげて 、 保険理論か ら再検討

する 。 こ の部分が 、 も っ と も 重要な部分であ り 、 報告では も っ と も 時間 を割 く つ も り であ

る 。 取 り 上げる 予定のテーマ をあげる と 、 ｢保険金支払いの履行期 と 遅延利息｣ 、 ｢被保険者

の解除請求｣ 、 ｢契約前発病に よ る 問題 と その解決方法｣ 、 ｢危険の変動｣ 、 ｢ 同意のない未成

年の生命保険｣ 、 『片面的強行規定 : 契約者保護 と 契約者利益｣ であ る 。

『保険金支払いの履行期 と 遅延利息｣ については、 法律実務 と 経済の論理 と の ギャ ッ プ

が論 じ られる が 、 保険法の ト ピ ッ ク ス と し てはそれほ ど重要な も のではない。 ｢被保険者の

解除請求｣ については 、 被保険者の解除請求の条件に情報の非対称性に も と づ く イ ンセ ン

テ ィ ブ問題が存在 し ない こ と を明 ら かに し 、 市場の観点か ら い えば、 保険契約者の財産権

に対する被保険者の心理的な不安定性の問題に帰結する のではないか と 論 じ る 。 ｢契約前発

病に よ る 問題 と その解決方法｣ では 、 保険理論の立場か ら 、 告知義務 と の間 に合理的な相

違があ る と い う こ と を 明 ら かにする 。 ｢危険の変動｣ においては 、 保険理論の立場か ら 、 危

険 (期待損失額) の増加の要因 を整理する こ と に よ っ て 、 実務的対応の可能性について再

検討する 。 『 同意のない未成年の生命保険｣ において は 、 保険理論の立場か ら 、 こ の議論に

ついて一定の反省を こ めて振 り 返っ てみたい。 ｢片面的強行規定 : 契約者保護 と 契約者利益｣

では 、 法律的には問題がない片面的強行規定の運用であ る が 、保険理論の観点か らみ る と 、

かな らず し も 明確でない も のが存在する こ と を指摘する 。 これ ら のテーマのすべて を時間

内で報告する こ と は難 しいかも しれないが 、 時間の許すかぎ り 言及する つ も り であ る 。

最後に 、 保険法の立法過程に関与 した非法律系委員 と し て の経験を と お し て 、 経済学 と

法律学の 目 的について率直に考えた こ と を述べたい。 副題にかかげた 、 ｢効率か正義か｣ と

い う テーマであ る 。 保険契約者を保護する こ と は正義であ る が 、 それが行過ぎ る と その コ

ス ト が付加保険料に跳ね返 ら ざる を えない。 近年の契約者保護は 、 効率を無視 して成 り 立

たない と いわれる が 、 契約者の行動が変わ ら ない と すれば、 契約者保護のための コ ス ト と

そ の結果生 じ る便益の間の ト レー ドオフ 関係は厳然 と して存在する 。 効率 と 正義 と い う 二

つの 目 的が両立する条件について検討を行なっ て 、 本報告の結び と し たい。


